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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
公
示
）

（
公
示
）

第
五
条
の
十
四

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、

第
五
条
の
十
四

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

方
法
に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
表
略
）

（
表
略
）

（
公
示
）

（
公
示
）

第
十
七
条
の
十
六

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は

第
十
七
条
の
十
六

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は

、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切

、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
方
法
に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
表
略
）

（
表
略
）

（
試
験
の
日
時
等
の
公
告
）

（
試
験
の
日
時
等
の
公
告
）

第
十
八
条

試
験
の
日
時
、
場
所
そ
の
他
試
験
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は

第
十
八
条

試
験
の
日
時
、
場
所
そ
の
他
試
験
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は

、
あ
ら
か
じ
め
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り

、
あ
ら
か
じ
め
、
官
報
で
公
告
す
る
。

公
示
す
る
。

（
指
定
試
験
機
関
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出
）

（
指
定
試
験
機
関
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出
）

第
三
十
二
条

（
略
）

第
三
十
二
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
削
る
）

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
官
報
で

公
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
公
示
）

第
四
十
三
条
の
二

厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は

（
新
設
）

、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切

な
方
法
に
よ
り
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



- 205 -

法
第
二
十
条
第
一
項
の

一

指
定
試
験
機
関
の
名
称
及
び
住
所

規
定
に
よ
る
指
定
を
し

二

試
験
事
務
を
行
う
事
務
所
の
名
称
及
び

た
と
き
。

所
在
地

三

試
験
事
務
の
開
始
の
日

法
第
二
十
二
条
第
二
項

一

変
更
前
及
び
変
更
後
の
指
定
試
験
機
関

の
規
定
に
よ
り
指
定
試

の
名
称

験
機
関
の
名
称
の
変
更

二

変
更
す
る
年
月
日

の
届
出
が
あ
つ
た
と
き

。法
第
二
十
二
条
第
二
項

一

指
定
試
験
機
関
の
名
称

の
規
定
に
よ
り
指
定
試

二

変
更
前
及
び
変
更
後
の
住
所

験
機
関
の
住
所
の
変
更

三

変
更
す
る
年
月
日

の
届
出
が
あ
つ
た
と
き

。法
第
二
十
二
条
第
二
項

一

指
定
試
験
機
関
の
名
称

の
規
定
に
よ
り
指
定
試

二

所
在
地
を
変
更
す
る
事
務
所
の
名
称

験
機
関
の
試
験
事
務
を

三

変
更
前
及
び
変
更
後
の
事
務
所
の
所
在

行
う
事
務
所
の
所
在
地

地

の
変
更
の
届
出
が
あ
つ

四

変
更
す
る
年
月
日

た
と
き
。

法
第
二
十
九
条
第
一
項

一

試
験
事
務
に
関
す
る
業
務
の
全
部
又
は

の
規
定
に
よ
る
許
可
を

一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
す
る
指
定
試

し
た
と
き
。

験
機
関
の
名
称
及
び
住
所

二

休
止
し
、
又
は
廃
止
す
る
試
験
事
務
に

関
す
る
業
務
の
範
囲

三

試
験
事
務
に
関
す
る
業
務
の
全
部
又
は
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一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
す
る
年
月
日

四

試
験
事
務
に
関
す
る
業
務
の
全
部
又
は

一
部
を
休
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
そ
の
期
間

法
第
三
十
条
第
一
項
の

一

指
定
試
験
機
関
の
名
称
及
び
住
所

規
定
に
よ
り
指
定
を
取

二

指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
試
験
事
務
に

り
消
し
、
又
は
試
験
事

関
す
る
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停

務
に
関
す
る
業
務
の
全

止
を
命
じ
た
年
月
日

部
若
し
く
は
一
部
の
停

三

試
験
事
務
に
関
す
る
業
務
の
全
部
又
は

止
を
命
じ
た
と
き
。

一
部
の
停
止
を
命
じ
た
場
合
に
あ
つ
て
は

、
停
止
を
命
じ
た
試
験
事
務
に
関
す
る
業

務
の
範
囲
及
び
そ
の
期
間

法
第
三
十
一
条
第
一
項

一

試
験
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
も

の
規
定
に
よ
り
厚
生
労

の
と
す
る
年
月
日

働
大
臣
が
試
験
事
務
の

二

行
う
も
の
と
す
る
試
験
事
務
の
範
囲
及

全
部
又
は
一
部
を
自
ら

び
期
間

行
う
も
の
と
す
る
と
き

。法
第
三
十
一
条
第
一
項

一

試
験
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
わ
な

の
規
定
に
よ
り
厚
生
労

い
も
の
と
す
る
年
月
日

働
大
臣
が
自
ら
行
つ
て

二

行
わ
な
い
も
の
と
す
る
試
験
事
務
の
範

い
た
試
験
事
務
の
全
部

囲

又
は
一
部
を
行
わ
な
い

も
の
と
す
る
と
き
。

第
三
十
二
条
第
二
項
の

一

指
定
試
験
機
関
の
名
称

規
定
に
よ
る
届
出
が
あ

二

新
設
し
、
又
は
廃
止
す
る
事
務
所
の
名

つ
た
と
き
。

称
及
び
所
在
地
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三

新
設
し
、
又
は
廃
止
す
る
事
務
所
に
お

い
て
試
験
事
務
を
開
始
し
、
又
は
廃
止
す

る
年
月
日

第
三
十
二
条
第
三
項
の

一

指
定
試
験
機
関
の
名
称

規
定
に
よ
る
届
出
が
あ

二

変
更
前
及
び
変
更
後
の
事
務
所
の
名
称

つ
た
と
き
。

三

変
更
し
た
年
月
日

（
公
示
）

（
公
示
）

第
五
十
一
条

所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
等
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場

第
五
十
一
条

所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
等
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場

合
に
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
、
厚
生
労
働
大
臣
に
あ
つ
て
は
イ

合
に
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
、
厚
生
労
働
大
臣
に
あ
つ
て
は
官

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
示
し
、
都
道
府
県

報
で
告
示
し
、
都
道
府
県
労
働
局
長
に
あ
つ
て
は
当
該
都
道
府
県
労
働
局
の

労
働
局
長
に
あ
つ
て
は
当
該
都
道
府
県
労
働
局
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

法
第
三
十
二
条
第
三
項

一

（
略
）

法
第
三
十
二
条
第
三
項

一

（
略
）

に
お
い
て
準
用
す
る
労

二

変
更
し
た
年
月
日

に
お
い
て
準
用
す
る
労

二

変
更
す
る
年
月
日

働
安
全
衛
生
法
第
四
十

働
安
全
衛
生
法
第
四
十

七
条
の
二
の
規
定
に
よ

七
条
の
二
の
規
定
に
よ

る
労
働
安
全
衛
生
法
第

る
労
働
安
全
衛
生
法
第

四
十
六
条
第
四
項
第
二

四
十
六
条
第
四
項
第
二

号
の
事
項
の
変
更
の
届

号
の
事
項
の
変
更
の
届

出
が
あ
つ
た
と
き
。

出
が
あ
つ
た
と
き
。

法
第
三
十
二
条
第
三
項

一
・
二

（
略
）

法
第
三
十
二
条
第
三
項

一
・
二

（
略
）

に
お
い
て
準
用
す
る
労

三

変
更
し
た
年
月
日

に
お
い
て
準
用
す
る
労

三

変
更
す
る
年
月
日

働
安
全
衛
生
法
第
四
十

働
安
全
衛
生
法
第
四
十

七
条
の
二
の
規
定
に
よ

七
条
の
二
の
規
定
に
よ
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る
労
働
安
全
衛
生
法
第

る
労
働
安
全
衛
生
法
第

四
十
六
条
第
四
項
第
三

四
十
六
条
第
四
項
第
三

号
の
事
項
の
変
更
の
届

号
の
事
項
の
変
更
の
届

出
が
あ
つ
た
と
き
。

出
が
あ
つ
た
と
き
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
準
用
）

（
準
用
）

第
五
十
一
条
の
九

第
三
十
二
条
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
八

第
五
十
一
条
の
九

第
三
十
二
条
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
八

条
、
第
四
十
二
条
、
第
四
十
三
条
及
び
第
四
十
三
条
の
二
の
規
定
は
、
指
定

条
、
第
四
十
二
条
及
び
第
四
十
三
条
の
規
定
は
、
指
定
登
録
機
関
に
関
し
て

登
録
機
関
に
関
し
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
二
条
第
一

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
法
第
二
十
二

項
及
び
第
四
十
三
条
の
二
中
「
法
第
二
十
二
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法

条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
二
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

第
三
十
二
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
二
条
第
二
項
」
と

る
法
第
二
十
二
条
第
二
項
」
と
、
「
法
第
二
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定

、
第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
法
第
二
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
試
験
機

試
験
機
関
（
以
下
「
指
定
試
験
機
関
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

関
（
以
下
「
指
定
試
験
機
関
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
二

三
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
登
録
機
関
（
以
下
「
指
定
登
録
機

条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
登
録
機
関
（
以
下
「
指
定
登
録
機
関
」
と

関
」
と
い
う
。
）
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
試
験
事
務
」
と
あ
る
の
は
「
、

い
う
。
）
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
試
験
事
務
」
と
あ
る
の
は
「
、
法
第
三

法
第
三
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
事
務
（
以
下
「
登
録
事
務
」

十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
事
務
（
以
下
「
登
録
事
務
」
と
い
う

と
い
う
。
）
」
と
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
二
条
並
び
に
第
四

。
）
」
と
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
二
条
、
第
四
十
三
条
並
び

十
三
条
中
「
試
験
事
務
」
と
あ
る
の
は
「
登
録
事
務
」
と
、
第
三
十
三
条
中

に
第
四
十
三
条
の
二
中
「
試
験
事
務
」
と
あ
る
の
は
「
登
録
事
務
」
と
、
第

「
法
第
二
十
三
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
二
条
の
二
第
四
項
に

三
十
三
条
中
「
法
第
二
十
三
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
二
条
の

お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
第
一
項
」
と
、
第
三
十
六
条
中
「
法
第
二

二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
第
一
項
」
と
、
第
三
十
六
条

十
五
条
第
一
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
二
条
の
二
第
四
項
に
お
い

中
「
法
第
二
十
五
条
第
一
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
二
条
の
二
第

て
準
用
す
る
法
第
二
十
五
条
第
一
項
前
段
」
と
、
「
試
験
事
務
規
程
」
と
あ

四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
五
条
第
一
項
前
段
」
と
、
「
試
験
事
務

る
の
は
「
登
録
事
務
規
程
」
と
、
第
三
十
八
条
中
「
法
第
二
十
五
条
第
一
項

規
程
」
と
あ
る
の
は
「
登
録
事
務
規
程
」
と
、
第
三
十
八
条
中
「
法
第
二
十

後
段
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
二
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

五
条
第
一
項
後
段
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
二
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て

第
二
十
五
条
第
一
項
後
段
」
と
、
第
四
十
二
条
中
「
法
第
二
十
九
条
第
一
項

準
用
す
る
法
第
二
十
五
条
第
一
項
後
段
」
と
、
第
四
十
二
条
及
び
第
四
十
三

」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
二
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二

条
の
二
中
「
法
第
二
十
九
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
二
条
の
二

十
九
条
第
一
項
」
と
、
第
四
十
三
条
中
「
法
第
三
十
一
条
第
三
項
」
と
あ
る

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
九
条
第
一
項
」
と
、
第
四
十
三
条
中

の
は
「
法
第
三
十
二
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
一
条
第

「
法
第
三
十
一
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
二
条
の
二
第
四
項
に

三
項
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
書
類
」
と
あ
る
の
は
「
書
類
並
び
に
法
第
七
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お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
一
条
第
三
項
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
書
類
」

条
の
作
業
環
境
測
定
士
名
簿
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

と
あ
る
の
は
「
書
類
並
び
に
法
第
七
条
の
作
業
環
境
測
定
士
名
簿
」
と
、
第

四
十
三
条
の
二
中
「
法
第
二
十
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
二
条

の
二
第
一
項
」
と
、
「
法
第
三
十
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
二

条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
条
第
一
項
」
と
、
「
法
第
三

十
一
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
二
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
三
十
一
条
第
一
項
」
と
、
「
第
三
十
二
条
第
二
項
」
と
あ
る
の

は
「
第
五
十
一
条
の
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
二
条
第
二
項
」
と
、
「

第
三
十
二
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
一
条
の
九
に
お
い
て
準
用
す

る
第
三
十
二
条
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


